
災害時等における車両の移動等に関する協定書 

 

 八王子市（以下「甲」という。）とエートス協同組合（以下「乙」という。）は、災害時

等における車両の移動等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、八王子市内において災害が発生した場合又は発生するおそれがある場

合（以下「災害時等」という。）に円滑な応急対策を行うため、甲が乙に対し、車両の移

動等の要請を行う場合の手続き等に関する基本的事項を定め、もって災害時等における

被害拡大防止及び甲の区域内道路（甲が道路法（昭和２７年法律第１８０号)第１８条第

１項に規定する道路管理者である道路に限る。以下同じ。）、避難所等の機能保全並びに

災害からの円滑な復旧に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害又

はこれらの原因により生ずる被害 

⑵ 車両 前号の災害により、自ら移動することができない車両その他物件 

 

（業務内容及び対象区域） 

第３条 本協定により甲が乙に要請できる業務内容は、次の各号に定めるものとする。 

⑴  災害対策基本法第７６条の６第３項に基づく車両の移動及び保管 

⑵  前号に基づく車両の移動を行った際の記録の作成 

⑶  所有者等の検索、及び車両処分等の支援 

⑷  自動車等の貸出 

⑸  防災の啓発（訓練への参加等） 

⑹  前各号に掲げるもののほか、乙が本協定による支援協力として行うことが相当と 

認めたもの 

２ 前項第１号に掲げる業務の対象エリアは、次の各号に掲げる範囲とする。 

⑴  前項第１号に基づく業務は、甲の区域内道路のうち甲があらかじめ指定する範囲 

⑵  前各号の他、甲において対処が必要と認める範囲 

３ 甲及び乙は、別途協議により、第１項第１号の規定により乙が移動した車両を保管す

る場所を決定する。決定に際しては、甲は乙に対し候補地の紹介をすることができるも

のとする。 

４ 乙は、車両の占有者、所有者又は管理者等からの問い合わせに対応する窓口を設置す

ることができるものとする。 

 

（支援要請） 

第４条 甲は、乙に対し前条の業務に関する要請を行うときは、「災害時等における車両移

動に関する要請書（第１号様式）」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、



その他やむを得ない場合は、口頭で要請することができるものとし、事後速やかに書面

を送付するものとする。 

２ 前項による支援の要請が前条第１項第１号による場合、甲は関係法令に基づき必要な

措置を講じるとともに、乙に対し適切な指示を行わなければならない。 

 

（要請受諾） 

第５条 乙は、前条による要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

２ 前項の受諾は、「災害時等における車両移動に関する受諾書（第２号様式）」により通

知するものとする。ただし緊急を要する場合、その他やむを得ない場合は、口頭で受諾

することができるものとし、事後速やかに書面を送付するものとする。 

３ 乙は、業務実施にあたっては組合員を証するものを携帯するとともに、甲の指示を遵

守し、第三者の権利及び財産を侵害することのないよう特に配慮したうえで、車両の適

切な処理に尽力するものとする。 

 

（車両の移動場所） 

第６条 乙が車両を移動する際、当該車両が所在する道路又は施設の外に移動する必要が

ある場合には、甲の指示に従うものとする。 

２ 乙の業務実施にあたり、一時的に甲の施設を使用する必要が生じた場合には、甲に対

し、「災害時等における車両移動に関する申出書（第３号様式）」により申し出るものと

する。ただし、緊急を要する場合、その他やむを得ない場合は、口頭で申し出ることが

できるものとし、事後速やかに書面を送付するものとする。 

 

（報告） 

第７条 乙は、甲から業務の実施状況について報告を求められた場合には、速やかに当該

状況を報告するものとする。 

２ 乙の業務実施にあたり、その履行が困難な状況が発生した場合には、乙は速やかに甲

に対して当該状況を報告するものとし、その場合甲は、乙と協力して当該状況の解消に

努めるものとする。 

３ 乙が業務を完了した場合には、甲に対し「災害時等における車両移動に関する完了報

告書（第４号様式）」により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合、その他や

むを得ない場合は、口頭で報告することができるものとし、事後速やかに書面を送付す

るものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 第３条第１項第１号に基づき乙が行った車両の移動及び保管等に関わる費用につ

いては、当該車両が 30 台に達するまでは乙が、30 台を超える分については甲が負担す

るものとする。ただし、甲のホームページに本協定書、乙のホームページへのリンク及

び乙のバナー（画像）を掲載した場合、台数にかかわらず、車両の移動及び保管等に関

わる費用は乙が負担するものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、甲が災害対策基本法その他の関連法令等により乙に本協定に



係る費用を支払うことができる場合（国補助等により甲の負担なく、車両の移動及び保

管等に関わる費用が支出できる場合）には、乙は業務に要した費用の全部又は一部を甲

に請求することができる。 

 

（災害補償） 

第９条 本協定に基づく業務実施に係る乙の従事者の負傷、疾病、障がい又は死亡に関す

る補償は、労働災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基づき乙が対処するもの

とする。 

 

（損害賠償） 

第１０条 第３条第１項第１号に基づく乙の業務実施により、車両に損失が生じた場合に

は、災害対策基本法第８２条により、甲が補償するものとする。ただし、当該損失が通

常生ずべき損失とは認められない場合おいて、その発生が乙の業務実施によることが明

らかな場合には、乙が負担するものとする。 

２ 乙の業務実施により、第三者に損害が生じた場合の賠償については、甲乙協議のうえ、

決定するものとする。ただし、専ら乙にのみ帰責性がある場合は乙の負担とする。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙は、本協定における災害処理の履行上、個人情報（個人情報保護法で保護の

対象となる個人情報）を取り扱う場合においては、法令の規定により、受諾した業務に

必要な範囲内に利用を制限することとし、その保護に努めなければならない。 

本条の規定は、本協定が終了した後であっても効力を有するものとする。 

  

（責任者及び連絡体制） 

第１２条 本協定の実施に関する責任者は、甲においては市長とし、乙においては理事長

とする。 

２ 本協定の実施に関する実務上の窓口は、甲においては道路交通部管理課とし、乙にお

いては組合本部とする。ただし、甲又は乙の組織変更があった場合には後継の組織が引

き継ぐものとする。 

３ 本協定に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙双方の連絡先を「災害時

等における車両移動に関する連絡先確認書（第５号様式）」により定めるものとする。た

だし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。 

 

（訓練等への参加協力） 

第１３条 甲は、防災訓練又は本協定に関する研修等を実施する際に、乙に参加等協力を

依頼することができる。 

２ 乙は、前項の協力依頼があった場合は、乙の通常の営業に支障のない範囲で協力する

よう努めるものとする。 

３ 本条に規定する訓練等への協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。ただし、

協力の内容や程度に応じて、乙は甲へ協議できるものとする。 



 

（有効期間） 

第１４条 本協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の３月３１日までとする。 

２ 有効期間が満了する２か月前までに本協定の解除又は変更について、甲乙いずれから

も意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から１年間本協定を更新するものとし、

その後において期間満了した時も同様とする。 

 

（補足） 

第１５条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

（協議） 

第１６条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義を生じた事項については、そ

の都度、協議のうえ、決定するものとする。 

 

（協定内容の変更） 

第１７条 甲又は乙は、必要に応じて本協定の変更を随時申し入れることができる。 

２ 前項の場合には、変更後の事項を書面にて覚書を甲乙間で締結しない限り、その効力

を生じないものとする。 

 

 

 

 本協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

 令和８年（２０２６年）２月２７日 

 

 

          甲  東京都八王子市元本郷町３丁目 24番１号 

             八王子市 

             八王子市長  初 宿 和 夫 

 

 

          乙  埼玉県さいたま市大宮区高鼻町２丁目１番地１号 

             エートス協同組合 

             理事長    宮 本 明 岳 


